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学生が充実した学生生活を送ることができるようにするため、以下のとおり、学生支援に

関する方針を定める。 

 

1. 修学支援 

本学の建学の精神および教育理念に基づき、「人間尊重を基盤とした専門職業人」を育成

するため、各教育研究組織が有機的に連携し、学生一人ひとりの学力および学修状況に応じ

た学修支援を整備し充実させる。また、多様な背景や状況に配慮した組織的かつ体系的な学

修支援に取り組む。 

 

2. 学生に対する生活支援 

本学の建学の精神および基本理念に基づき、「人のこころの痛みや思いがわかる豊かな人

間性と主体的に行動できる学生」を育成するため、これを支える教育研究環境およびキャン

パスアメニティの質的向上を推進する。         

学生生活および課外活動支援のほか、心身ともに健康に学び生活するための支援を充実

させるために、教職員が組織的に全力を挙げて取り組む。 

 

3. キャリア形成 

本学における修学を通じて、学生が自らキャリアデザインを描き、社会人基礎力を身につ

けるとともに、医療・福祉の専門職としての自覚を醸成し、社会に貢献する使命を果たす人

財を育成する。また、卒業後においても自らの資質の向上に努め続ける人財の育成を目指

し、体系的な進路・就職支援に取り組む。 


